
生駒市新たな地域ク ラ ブ活動指導者謝金及び旅費規程 

 

生駒市新たな地域ク ラ ブ活動の在り 方に関する方針の規定に基づき 、 指導者謝金及び旅費の支給につい

て、 次のと おり 定める。 新たな地域ク ラ ブ実施団体は、 こ の規定に基づき 、 指導者に対し て指導謝金及

び旅費を 支払い、 必要な書類について作成し 、 保管するも のと する。  
 

１ ． 支給対象者・ 支給基準 

 旅費及び謝金の支給対象者及び支給基準は次のと おり と する。  

支給対象者 支給基準 

主指導者 

補助スタ ッ フ  

その他ク ラ ブ運営に必要と なる者 

新たな地域ク ラ ブ活動を実施し た場合、 謝金・ 旅費（ 交通

費及び宿泊費） のう ちから 必要なも のを支給する。  

 

２ ． 対象経費と 必要書類 

対象経費 必要な書類 

謝金 業務月報など従事時間がわかるも の 

※大会運営及び審判等の場合は、 ほかに大会主催者や運営

者から の出張依頼など従事時間や必要性がわかるも の 

交通費 
旅費明細書など経路・ 内容等がわかるも の 

宿泊費 
 

３ ． 各経費の上限 

 ■謝金 

 対象者 単価 

練習 

( 練習試合含む)  

原則 3 時間以内 

主指導者 
1, 800 円/時間 

※1 回の上限は 5, 400 円と する。 

補助スタ ッ フ 及び 

その他ク ラ ブ運営に必要と なる者 

1, 100 円/時間 

※1 回の上限は 3, 300 円と する。 

大会 

( 大会運営業務を含む)  

原則 5 時間以内 

主指導者 
1, 800 円/時間 

※1 回の上限は 9, 000 円と する。 

補助スタ ッ フ 及び 

その他ク ラ ブ運営に必要と なる者 

1, 100 円/時間 

※1 回の上限は 5, 500 円と する。 

大会運営及び審判等 

（ 大会運営に係る 会議等

含む）  

原則 5 時間以内 

主指導者 

補助スタ ッ フ  

その他ク ラ ブに携わり 、 大会運営

に必要と なる者 

1, 100 円/時間 

※1 回の上限は 5, 500 円と する。 

  ※原則と し て、 下記①又は②のいずれかを 上限と する 。  

①主指導者 1 名、 補助スタ ッ フ 又はその他ク ラ ブ運営に必要と なる者 2 名 

②主指導者 2 名 

  ※大会運営に係る会議等で大会役員や運営者側以外の場合は原則 3 時間以内（ 1 回の上限は 3, 300

円） と する 
 

 ■交通費 

  最も 経済的な通常の経路及び方法により 、 決定さ れた交通費を 支給する。  

（ 通常の経路（ 鉄道、 航空、 船舶等の交通手段のう ち 社会一般の者が利用する経路。） 及び方法によ

っ た場合の選択肢の中で、 時間コ スト も 含めて判断し た「 最も 経済的な」 も の。）  

ただし 、 特急電車については、 原則乗り 換えなし に片道 100 ㎞以上の区間について利用可。  

なお、 自家用車の場合は、 37 円/kmで算出する。  

 

 上限 

練習 

( 練習試合含む)  
600 円/日 
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大会 

( 大会運営業務を含む)  
原則実費と するが、 その都度市教育委員会と 協議する。  

大会運営及び審判等 

（ 大会運営に係る 会議等含む）  
原則実費と する 

 

 ■宿泊費 

  原則、 生駒市の旅費の取扱に準ずるが、 その都度市教育委員会と 協議する。  

 

 なお、 上記に規定のないも のは、 市教育委員会と 別に協議を 行っ て決定する。  

 本規程は、 今後の状況に応じ て変更を行う 。  

 

附則 

 本規程は、 令和７ 年９ 月 1 日より 施行する。  

附則 

 本規程は、 令和８ 年２ 月 1 日より 施行する。  

附則 

 本規程は、 令和８ 年４ 月 1 日より 施行する。  
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